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　安倍政権は、2017 年 12 月の閣議決定「新し
い経済政策パッケージ」で、「人づくり革命」な
る人目を引くスローガンを打ち出し、柱として
「高等教育の無償化」を提起しています。ですが、
この政策は間違っています。「無償化」とは、低
所得世帯の子弟の授業料を減免したり、給付型
奨学金を拡大したりすることですが、こうした
支援措置を受けられる大学は、政府が定める「要
件」で選別されることになっているからです。
しかも、制度の「要件」とは、①実務経験のある
教員による授業科目の配置（卒業に必要な単位
数の１割以上）、②外部人材の理事への任命（産
業界などの外部人材の複数任命）、③厳格な成績
管理の実施・公表、④財務・経営情報の開示、の
4 点です。①と②を見るだけでも、この制度がい
かに産業界に媚びを売り、「大学改革」に従順な
大学を選別しようとしているかが、わかります。
最優先されるべき学生の学ぶ権利は、どうなる
のでしょうか？
　「朝日新聞」が昨年の 6･7 月、全国の大学に
対して行った調査（対象 755 大学、回答 691
大学）によれば、「要件をつけることはおかしい」
「要件の中に不適切なものがある」と答えた学長
が、全体でそれぞれ 16.1％と 26.9％で計 43%、
国立大学では 23.5％と 34.6％で計 58.1% に達
しました。「大学には職業人を養成するだけでな
く、研究者を養成するという大事な使命もある。
大学の実情を考慮せずに、産業界からの要望を

そのまま制度に取り入れるのはあまりに安易で
はないか」（大阪大学）、「支援措置のために要件
を定めることは、大学生への支援のための趣旨
とは異なっているように感じる」（明治大学）と
いう声があがるのも当然のことと言えましょう
（「朝日新聞」2018 年 12月 19日）。
　これ以前にも、2018年の2月から3月にかけ、
さまざまな高等教育に関わる団体が異議を唱え、
懸念を表明しています。たくさんありますが、
一つだけ、日本私大教連のものを紹介します。
――「〔この政策は〕学生の視点からすれば、政
府が選定する一部の大学に進学しなければ支援
しないと言うに等しい政策であり、若者の多様
な大学進学の希望をふるいにかける差別的政策
と言わざるを得ません」、と。誰がこの批判に反
論できるでしょうか？
　ところが、こうした反対や懸念の表明にもか
かわらず、制度の開始は 2020 年 4 月が予定さ
れています。文科省は「高校 3 年生が進路を決
め始めるまでには、対象となる大学等の一覧が
公表されている必要がある」とし、2019 年度
の半ばで大学等の「申請」を受け付け、確認作
業に当たるとしています（文部科学省「高等教
育段階の教育費負担軽減新制度」2019 年 1 月
版）。文科省は、「非常にタイトな申請・確認ス
ケジュール」だと認めているのですが、これを
強行しようとしています。
　京大職組も、ここに声をあげたいと思います。
政権の「高等教育無償化」政策は、学生にとっ
ても大学にとっても、間違っている、と。

京都大学職員組合 中央執行委員長

江田 憲治
( 人間・環境学研究科 教授）

「高等教育無償化」の
選別政策は間違っている

　常勤職員の年休は、採用後すぐに 15 日（4 月
採用の場合）が付与されますが、時間雇用教職員
の場合、採用後 6ヵ月の勤務を経て、10 日間の
年休が付与されるというものでした。この付与要
件は労働基準法の最低基準と同じでした。職員組
合は長年に渡り時間雇用教職員の年休付与要件の
改善を要求してきたところで、昨年末 12/27 の団
体交渉においても要求に掲げ交渉を行っていまし
た。交渉に対応した理事は、「組合の意見も理解で
きるので、年休の付与、取得の在り方について見
直しを検討する」と回答していました。

　これまで時間雇用教職員や有期雇用教職員に
は結婚休暇の制度がありませんでしたが、4 月
より結婚の日の 5 日前から結婚後 1ヵ月の間に
5 日間の休暇が有給で取得できるようになりま
す。この改善は、昨年の人事院勧告で示され国
家公務員の非常勤職員にも適用されることに
なったもので、京都大学法人は国家公務員制度
に準拠して制度改正を行ったものと思われます。

　時間雇用教職員などの忌引き休暇は、法人化
直後に職員組合と京大法人との団体交渉で合意
し制度化されていましたが、6ヵ月以上の契約
期間か 6ヵ月以上の継続勤務が要件となって
いました。今回の改正により、この要件が削除
されました。あって欲しくはないですが、身内
の不幸はいつ起こるか分からないものです。契
約期間や勤務期間の要件をなくしたことは妥当
な改正といえるでしょう。

　昨年来話題となっていた働き方改革にか
かる労働法の諸改正がこの 4 月から施行さ
れます。その一つとして、年休の計画付与
があります。これは、10 日以上の年休を有
する労働者について、その内 5 日分につい
て労働者の希望を聞いた上で時季を指定し
て付与することが使用者の義務とされたの
です。

　この件は、先述の年休付与要件の改善と
密接に関係しています。日本人の年休の取
得率が低いことが言われて久しく、本学に
おいても 5 月の連休や夏季休暇の際には人
事部門から、年休取得推進の通知が発せら
れています。その一環として、部署単位で
の一斉休業の設定が例示され、推奨されて
いました。

　一方、新規採用者は 4 月に多く、これま
での年休付与要件では、5 月の連休や夏季
休暇の時季には年休が付与されていない方
が大勢いたのです。そのため、部署単位で
休業設定ができないか、年休付与されてい
ない人が欠勤を強いられるという問題が生
じていました。この度、採用と同時に年休
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時間雇用教職員の
休暇制度が改善されます
職員組合の要求が実現！
　京都大学法人は、今春の就業規則改正に向けて
の過半数代表者への説明資料において、時間雇用
教職員の年休付与要件の改善と、結婚休暇の創設、
忌引き休暇取得の要件緩和を行う意向を示しまし
た。これらの改善の中には、職員組合が長年にわ
たり要求してきたことが含まれています。
　一方で、「働き方改革」の一環として、この４月
より年休の計画付与が義務化されますが、運用次
第では、必ずしも歓迎できない側面があります。

年休付与要件の改善

結婚休暇の創設

忌引き休暇取得の要件緩和

が付与されることとなったのは、こうした
部署単位での一斉休業に対応するための思
惑があると思われます。

　しかし、年休の一斉付与を必ずしも歓迎
できないという方もいます。年休付与が半
年前倒しになったものの、付与日数は 10 日
しかありません。しかも病気休暇は無給で
すので、時間雇用教職員の方の中には、自
身や家族の病気など不測の事態に備えて年
休を残しておきたいと考えておられる方も
少なくありません。そうしたところに年休
の計画付与で、希望しない時季に年休取得
が強いられることは望ましくありません。

　この制度は、年休取得を推進する趣旨で
あり、時季指定すること自体が目的ではあ
りません。制度運用にあたっては、こうし
た立場の方々に十分に配慮した柔軟な対応
を求めます。

　また、こうした憂いにより年休取得を躊
躇する必要がないように、時間雇用教職員
についても常勤職員同様の年給日数を付与
し、病気休暇を有給化することを改めて求
めます。
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　常勤職員の年休は、採用後すぐに 15 日（4 月
採用の場合）が付与されますが、時間雇用教職員
の場合、採用後 6ヵ月の勤務を経て、10 日間の
年休が付与されるというものでした。この付与要
件は労働基準法の最低基準と同じでした。職員組
合は長年に渡り時間雇用教職員の年休付与要件の
改善を要求してきたところで、昨年末 12/27 の団
体交渉においても要求に掲げ交渉を行っていまし
た。交渉に対応した理事は、「組合の意見も理解で
きるので、年休の付与、取得の在り方について見
直しを検討する」と回答していました。

　これまで時間雇用教職員や有期雇用教職員に
は結婚休暇の制度がありませんでしたが、4 月
より結婚の日の 5 日前から結婚後 1ヵ月の間に
5 日間の休暇が有給で取得できるようになりま
す。この改善は、昨年の人事院勧告で示され国
家公務員の非常勤職員にも適用されることに
なったもので、京都大学法人は国家公務員制度
に準拠して制度改正を行ったものと思われます。

　時間雇用教職員などの忌引き休暇は、法人化
直後に職員組合と京大法人との団体交渉で合意
し制度化されていましたが、6ヵ月以上の契約
期間か 6ヵ月以上の継続勤務が要件となって
いました。今回の改正により、この要件が削除
されました。あって欲しくはないですが、身内
の不幸はいつ起こるか分からないものです。契
約期間や勤務期間の要件をなくしたことは妥当
な改正といえるでしょう。

　昨年来話題となっていた働き方改革にか
かる労働法の諸改正がこの 4 月から施行さ
れます。その一つとして、年休の計画付与
があります。これは、10 日以上の年休を有
する労働者について、その内 5 日分につい
て労働者の希望を聞いた上で時季を指定し
て付与することが使用者の義務とされたの
です。

　この件は、先述の年休付与要件の改善と
密接に関係しています。日本人の年休の取
得率が低いことが言われて久しく、本学に
おいても 5 月の連休や夏季休暇の際には人
事部門から、年休取得推進の通知が発せら
れています。その一環として、部署単位で
の一斉休業の設定が例示され、推奨されて
いました。

　一方、新規採用者は 4 月に多く、これま
での年休付与要件では、5 月の連休や夏季
休暇の時季には年休が付与されていない方
が大勢いたのです。そのため、部署単位で
休業設定ができないか、年休付与されてい
ない人が欠勤を強いられるという問題が生
じていました。この度、採用と同時に年休

年休計画付与の問題点
が付与されることとなったのは、こうした
部署単位での一斉休業に対応するための思
惑があると思われます。

　しかし、年休の一斉付与を必ずしも歓迎
できないという方もいます。年休付与が半
年前倒しになったものの、付与日数は 10 日
しかありません。しかも病気休暇は無給で
すので、時間雇用教職員の方の中には、自
身や家族の病気など不測の事態に備えて年
休を残しておきたいと考えておられる方も
少なくありません。そうしたところに年休
の計画付与で、希望しない時季に年休取得
が強いられることは望ましくありません。

　この制度は、年休取得を推進する趣旨で
あり、時季指定すること自体が目的ではあ
りません。制度運用にあたっては、こうし
た立場の方々に十分に配慮した柔軟な対応
を求めます。

　また、こうした憂いにより年休取得を躊
躇する必要がないように、時間雇用教職員
についても常勤職員同様の年給日数を付与
し、病気休暇を有給化することを改めて求
めます。

職員組合は総長宛に下記の要求を行いました
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